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千代田区教育委員会事務局処務規則の一部を改正する規則(案) 
 

千代田区教育委員会事務局処務規則（平成３年３月26日教育委員会規則第１号）の一部を

次のように改正する。 
 
 

正後 改正前 

第１章 総則 第１章 総則 

（事務局の分課） （事務局の分課） 

第２条 事務局に次の部、課並びに係及び課務担当

主査を置く。 

第２条 事務局に次の部、課並びに係及び課務担当

主査を置く。 

子ども部 子ども部 

子ども総務課 子ども総務課 

子ども総務係 子ども総務係 

事業係 事業係 

子ども支援課 子ども支援課 

運営支援係 支援係 

入園審査係  

子育て推進課 子育て推進課 

子育て推進係 子育て推進係 

手当・医療係 手当・医療係 

子ども施設課 子ども施設課 

施設係 施設係 

施設計画主査 施設計画主査 

学務課 学務課 

学務係 学務係 

学校運営係 

特別支援教育係 

学校運営係 

給食係 給食主査 

指導課 指導課 

事務係 事務係 

教職員人事係 教員人事係 

 別表第２（第８条関係）  別表第２（第８条関係） 
課 分掌事務 

子ども総 (１) 委員会の会議及び秘書事務に関すること。 

務課 (２) 委員会の事務事業の進行管理及び調整に関

すること。 

 (３) 委員会の予算、決算の総括及び経理に関す

ること。 

 (４) 法規、規則、訓令、告示等に関すること。 

 (５) 公印に関すること。 

 (６) 文書に関すること。 

 (７) 教育財産及び児童福祉施設の財産管理に関

すること。 

(８) 共育マスタープランの進行管理等に関する

こと。 

 (９) 教育に関する事務の管理及び執行の状況の

点検・評価に関すること。 

 (10) 私立幼稚園並びに私立専修学校及び私立各

種学校に関すること。 

 (11) 教育の広報及び教育行政に関する相談に関

すること。 
 

課 分掌事務 

子ども総 (１) 委員会の会議及び秘書事務に関すること。 

務課 (２) 委員会の事務事業の進行管理及び調整に関

すること。 

 (３) 委員会の予算、決算の総括及び経理に関す

ること。 

 (４) 法規、規則、訓令、告示等に関すること。 

 (５) 公印に関すること。 

 (６) 文書に関すること。 

 (７) 教育財産及び児童福祉施設の財産管理に関

すること。 

(８) 共育マスタープランの進行管理等に関する

こと。 

 (９) 教育に関する事務の管理及び執行の状況の

点検・評価に関すること。 

 (10) 私立幼稚園並びに私立専修学校及び私立各

種学校に関すること。 

 (11) 教育の広報及び教育行政に関する相談に関

すること。 
 

教 育 委 員 会 資 料 

平成 29年 3月 15日 

子 ど も 総 務 課 



2/3  

 (12) 学校及び児童福祉施設並びに子どもの安

全・安心対策の総合調整に関すること。 

 (13) ＰＴＡ及びこども110番連絡会に関するこ

と。 

 (14) 青少年委員に関すること。 

 (15) 青少年問題協議会に関すること。 

 (16) 青少年対策地区委員会に関すること。 

 (17) その他青少年の健全育成に関すること。 

 (18) 次世代育成支援に係る国・都の交付金・補

助金申請に関すること。 

 (19) 区長の補助機関たる職員に補助執行させた

事務に関すること。 

 (20) 他の課に属しないこと。 

子ども支

援課 

(１) 児童福祉法（昭和22年法律第164号）に基づ

く保育の実施に関すること。 

 (２) 児童福祉法に基づく保育所に係る運営費の

支払い及び自己負担金の徴収に関すること。 

 (３) 私立保育園及び認可外保育室等の助成に関

すること。 

 (４) 保育園・こども園に関すること。 

 (５) 保育園職員（保育士）の人事及び服務に関

すること。 

 (６) 幼稚園の就園事務及び学級編制に関するこ

と。 

 (７) その他子ども支援に関すること。 

子育て推

進課 

(１) 次世代育成支援対策の総合的な推進に関す

ること（次世代育成支援計画の進行管理に関

することを含み、次世代育成支援に係る国・

都の交付金・補助金申請に関することを除

く。） 。 

 (２) 子どもが健やかに育つための環境の確保に

関する条例の推進に係る総合調整に関するこ

と。 

 (３) 保育施設の開設等に関すること。 

 (４) 教育扶助等に関すること（幼稚園）。 

 (５) 次世代育成に係る手当（児童手当・子ども

手当を含む。）、児童育成手当、児童扶養手

当及び特別児童扶養手当に関すること。 

 (６) 幼児及びひとり親家庭等の医療費の助成に

関すること。 

 (７) 幼稚園園児等保護者補助事業及び外国人学

校児童・生徒保護者補助事業に関すること。 

 (８) 次世代育成支援行動計画策定奨励金の交付

に関すること。 

 (９) 赤ちゃん・フラットの開設及び周知に関す

ること。 

子ども施

設課 

(１) 学校施設及び児童福祉施設の維持管理に関

すること。 

 (２) 学校施設及び児童福祉施設の改築及び整備

に関すること（中等教育学校の施設改修を含

む。）。 

 (３) 旧今川中学校の暫定使用に関すること。 

 (４) 小学校等複合施設との連絡調整に関するこ

と。 

 (５) 校外施設及び少年自然の家の管理運営に関

すること。 

 (６) ち(６) ちよだパークサイドプラザの運営管理に関

すること。 

 (12) 学校及び児童福祉施設並びに子どもの安

全・安心対策の総合調整に関すること。 

 (13) ＰＴＡ及びこども110番連絡会に関するこ

と。 

 (14) 青少年委員に関すること。 

 (15) 青少年問題協議会に関すること。 

 (16) 青少年対策地区委員会に関すること。 

 (17) その他青少年の健全育成に関すること。 

 (18) 次世代育成支援に係る国・都の交付金・補

助金申請に関すること。 

 (19) 区長の補助機関たる職員に補助執行させた

事務に関すること。 

 (20) 他の課に属しないこと。 

子ども支

援課 

(１) 児童福祉法（昭和22年法律第164号）に基づ

く保育の実施に関すること。 

 (２) 児童福祉法に基づく保育所に係る運営費の

支払い及び自己負担金の徴収に関すること。 

 (３) 私立保育園及び認可外保育室等の助成に関

すること。 

 (４) 保育園・こども園に関すること。 

 (５) 保育園職員（保育士）の人事及び服務に関

すること。 

 (６) 幼稚園の就園事務及び学級編制に関するこ

と。 

 (７) その他子ども支援に関すること。 

子育て推

進課 

(１) 次世代育成支援対策の総合的な推進に関す

ること（次世代育成支援計画の進行管理に関

することを含み、次世代育成支援に係る国・

都の交付金・補助金申請に関することを除

く。） 。 

 (２) 子どもが健やかに育つための環境の確保に

関する条例の推進に係る総合調整に関するこ

と。 

 (３) 保育施設の開設等に関すること。 

 (４) 教育扶助等に関すること（幼稚園）。 

 (５) 次世代育成に係る手当（児童手当・子ども

手当を含む。）、児童育成手当、児童扶養手

当及び特別児童扶養手当に関すること。 

 (６) 幼児及びひとり親家庭等の医療費の助成に

関すること。 

 (７) 幼稚園園児等保護者補助事業及び外国人学

校児童・生徒保護者補助事業に関すること。 

 (８) 次世代育成支援行動計画策定奨励金の交付

に関すること。 

 (９) 赤ちゃん・フラットの開設及び周知に関す

ること。 

子ども施

設課 

(１) 学校施設及び児童福祉施設の維持管理に関

すること。 

 (２) 学校施設及び児童福祉施設の改築及び整備

に関すること（中等教育学校の施設改修を含

む。）。 

 (３) 旧今川中学校の暫定使用に関すること。 

 (４) 小学校等複合施設との連絡調整に関するこ

と。 

 (５) 校外施設及び少年自然の家の管理運営に関

すること。 

 (６) ち(６) ちよだパークサイドプラザの運営管理に関

すること。 
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 (７) その他学校施設及び児童福祉施設に関する

こと。 

学務課 (１) 学校の就学事務及び学級編制に関すること

（幼稚園を除く。）。 

 (２) 教育扶助等に関すること（幼稚園を除く。）。 

 (３) 奨学資金の案内に関すること。 

 (４) 学納金調査及び学校の私費会計の点検に関

すること。 

 (５) 学校基本調査・教育人口統計調査・教育に

関する調べに関すること。 

 (６) 通学路点検に関すること。 

 (７) 学校職員及び保育園職員（保育士を除く。）

の人事及び服務に関すること。 

 (８) 委員会職員及び学校職員（教員を除く。）

の研修（他の所管に属するものを除く。）に

関すること。 

 (９) 学校運営予算の執行及び経理に関するこ

と。 

 (10) 児童、生徒及び幼児の健康管理その他学校

保健に関すること。 

 (11) 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師に関す

ること（九段中等を含む。）。 

 (12) 特別支援教育の全体調整に関すること 

 (13) 就学委員会に関すること 

 (14) 個別指導計画に関すること 

 (15) 学校・保育園・こども園給食に関すること。 

 (16) その他学校運営に関すること。 

 

指導課 (１) 学校の教育指導に伴う事務に関すること。 

 (２) 学校の連合行事に関すること。 

 (３) 校外学習に関すること。 

 (４) 教科書無償給与事務に関すること。 

 (５) 教員の人事及び服務に関すること。 

 (６) 教職員の給与及び福利厚生に関すること。 

 (７) 人事制度の調査研究に関すること。 

 (８) 教育研究所の庶務に関すること。 

 (９) 教育課程の管理の指導及び助言に関するこ

と。 

 (10) 学習指導及び生活指導に関すること。 

 (11) 教員の研修の指導、助言及び実施に関する

こと。 

 (12) 教科書採択に関すること。 

 (13) 教科書以外の教材の取扱いその他学校の教

育指導に関すること。 

 (14) 中等教育学校の人事制度に関すること。 

 (15) 中等教育学校の教育課程に関すること。 

 (16) 保育園の保育内容に関すること。 

 (17) 適応指導教室に関すること。 

 (18) 特命事項に関すること。 
 

 (７) その他学校施設及び児童福祉施設に関する

こと。 

学務課 (１) 学校の就学事務及び学級編制に関すること

（幼稚園を除く。）。 

 (２) 教育扶助等に関すること（幼稚園を除く。）。 

 (３) 奨学資金の案内に関すること。 

 (４) 学納金調査及び学校の私費会計の点検に関

すること。 

 (５) 学校基本調査・教育人口統計調査・教育に

関する調べに関すること。 

 (６) 通学路点検に関すること。 

 (７) 学校職員及び保育園職員（保育士を除く。）

の人事及び服務に関すること。 

 (８) 委員会職員及び学校職員（教員を除く。）

の研修（他の所管に属するものを除く。）に

関すること。 

 (９) 学校運営予算の執行及び経理に関するこ

と。 

 (10) 児童、生徒及び幼児の健康管理その他学校

保健に関すること。 

 (11) 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師に関す

ること（九段中等を含む。）。 

  

  

  

 (12) 学校・保育園・こども園給食に関すること。 

 (13) その他学校運営に関すること。 

 

指導課 (１) 学校の教育指導に伴う事務に関すること。 

 (２) 学校の連合行事に関すること。 

 (３) 校外学習に関すること。 

 (４) 教科書無償給与事務に関すること。 

 (５) 教員の人事及び服務に関すること。 

 (６) 教職員の給与及び福利厚生に関すること。 

 (７) 人事制度の調査研究に関すること。 

 (８) 教育研究所の庶務に関すること。 

 (９) 教育課程の管理の指導及び助言に関するこ

と。 

 (10) 学習指導及び生活指導に関すること。 

 (11) 教員の研修の指導、助言及び実施に関する

こと。 

 (12) 教科書採択に関すること。 

 (13) 教科書以外の教材の取扱いその他学校の教

育指導に関すること。 

 (14) 中等教育学校の人事制度に関すること。 

 (15) 中等教育学校の教育課程に関すること。 

 (16) 保育園の保育内容に関すること。 

 (17) 適応指導教室に関すること。 

 (18) 特命事項に関すること。 
 

備 考 

１ 改正後の欄中下線が引かれた部分(以下「改正後部分」という。)に対応する改正前の欄中下線が引か

れた部分(以下「改正部分」という。)がない場合には、当該改正後部分を加える。 

２ 改正部分に対応する改正後部分がない場合には、当該改正部分を削る。  

３ 改正部分に対応する改正後部分がある場合には、当該改正部分を当該改正後部分に改める。 

 

附 則 

この規則は、平成 29年４月１日から施行する。 


